
年 月 日

耐震診断７箇所で20箇所の詳細設計を行
うということは，13箇所はほぼどこかの
マンホールと同様の構造でしょうか。

構造形式および部材寸法により７タイプに大別し
ており，他の13箇所については類似構造としてい
ます。4

一般仕
様書
第5章
耐震設
計

20箇所のマンホールすべての構造図はあ
りますでしょうか。

1

20箇所のマンホールが詳細設計対象です
が，マンホール内寸法と流入管径の関係
からどうしても内空で構成できない場
合，マンホールの布設替えを考える必要
があります。その場合，既設マンホール
の取り壊し，新規特殊マンホール設計及
び水替え設計の設計変更対象となります
でしょうか。

一般仕
様書
第5章
耐震設
計

山本　三四年

一般仕
様書
第5章
耐震設
計

質 疑 事 項

2

仕様書
ページ

潮江西１号合流幹線管渠耐震実施設計委託業務（Ｒ６－１）委託業務名

5

一般仕
様書
第5章
耐震設
計

3

入札参加者各位

構造図がないマンホールがあるため，人孔内空断
面寸法測定や鉄筋探査等を設計計上しています。

業務の履行にあたり，近隣で実施された地質調査
資料を提供します。

矩形マンホール更生の場合，審査証明を
受けていない工法もかなりありますが，
審査証明を受けていない工法の採用は可
能でしょうか。

審査証明を受けていない工法を採用する場合は，
業務委託契約書に基づく協議をお願いします。

番 号

対象マンホールの近隣に地質資料はあり
ますでしょうか。

現場条件により，耐震補強の設計計画が困難と
なった場合は，業務委託契約書に基づく協議をお
願いします。

一般仕
様書
第5章
耐震設
計

質 疑 回 答 書
7 3 28

上記工事の質疑について下記のとおり回答します。

図 書
番 号

高知市上下水道事業管理者

令和

回 答



委託
費・作
業費内
訳表

単価表第16号に(600m当り)と(1m当り)の
記載がございますが，算出された金額が
600ｍ当りの金額となり，その金額を1m当
りに割り戻した金額を明細表記載の金額
に掛けるという認識でよろしいでしょう
か。

見積参考資料のとおりです。

9 別紙 1

最低制限価格の算出方法については，別
紙に記載の通りと思いますが，土木設計
及び建設工事(土木一式工事)を足し合わ
せた金額が最低制限価格となると理解し
てよろしいでしょうか。

そのとおりです。

10

13

委託
費・作
業費内
訳表

単価表第24号に発動発電機ディーゼルエ
ンジン駆動が計上されておりますが，使
用している単価をご教示ください。。
(例.建設物価2025.2月号P〇，〇〇規格
等)

「建設機械等損料算定表（令和6年度版　高知県土
木部）の損料額(15）欄」を使用しています。

7

下水道
管渠調
査業務
仕様書
第1章
1.5(2)

2

酸素欠乏作業主任者技能講習修了証(第２
種)については，管理技術者もしくは担当
技術者のいずれかが保持していればよろ
しいでしょうか。それとも別立てで専門
の技術者が必要でしょうか。
また，外部に委託する際は委託者が保持
していれば問題ないでしょうか。

資格保有者は，受注者もしくは外部の委託者でも
問題ありませんが，下水道施設内での作業時には
常駐が必要です。

12

委託
費・作
業費内
訳表

単価表第23号，第25号，第26号，第27
号，第28号，第29号に軸流ファンが計上
されておりますが，使用している単価を
ご教示ください。(例.建設物価2025.2月
号P〇，〇〇規格等)

「建設機械等損料算定表（令和6年度版　高知県土
木部）の損料額(13）欄」を使用しています。

業務実績について，業務履行証明書等要
と記載されておりますが，テクリスの登
録内容確認書（業務実績）でも問題ない
でしょうか。
また，これらの実績は，会社としての実
績でよろしいでしょうか。もしくは配置
予定の管理技術者及び照査技術者，担当
技術者それぞれに必要でしょうか。

下水道
管渠調
査業務
仕様書
第1章
1.5(2)

2

現場代理人(現場常駐する技術者)と記載
がありますが，どの程度期間常駐する必
要がありますでしょうか。また，管理技
術者や担当技術者との兼務は可能でしょ
うか。

11

委託
費・作
業費内
訳表

単価表第16号，第17号，第18号，第19
号，第20号，第21号，第22号，第24号，
第30号，第31号に計上されている諸雑費
には％の記載がございません。それぞれ
計上されている％もしくは，計上額をご
教示ください。

諸雑費率の記載がない諸雑費は，「土木工事標準
積算基準書［1］(令和６年度　高知県土木部)第Ⅰ
編 第２章 工事費の積算 ①直接工事費 ５諸雑費
及び端数処理」に基づき，単位数量当りの単価表
の合計金額が，有効数字４桁になるように端数を
計上したものです。

8

管路施設の調査時には現場代理人の常駐が必要で
す。なお，他の技術者との兼務は可能です。

6
公告
別紙1

1

業務履行証明書等は，テクリスを提出していただ
くことで問題ありません。また，その実績は会社
としての実績であり，配置予定技術者については
必要ありません。



土質条件が大きく異なる等の理由から診断箇所数
を増やす必要が生じた場合は，業務委託契約書に
基づく協議をお願いします。

16

現地調査の結果等により，動的解析また
は非線形解析による耐震診断が必要，ま
たは定量的な評価が困難となった場合
は，設計変更の対象と考えてよろしいで
しょうか。

動的解析または非線形解析を行う必要が生じた場
合は，業務委託契約書に基づく協議をお願いしま
す。

14

下水道管路施設耐震詳細診断，耐震詳細
設計委託業務特記仕様書の「4.業務委託
の対象(3)設計条件項目表」では，「詳細
診断　特殊マンホール対象構造物　7箇
所」とあり，詳細設計業務では「設計箇
所数＝20箇所」となっていますが，構造
以外の条件（土質等）は共通と考えてよ
ろしいでしょうか。

18

上記について，昼間の場合，路上交通ま
たは流下水量の影響等により，調査時の
安全性の面から夜間作業が適切な場合は
設計変更の対象と考えてよろしいでしょ
うか。

昼間作業が困難な場合は，業務委託契約書に基づ
く協議をお願いします。

15

図面作成，数量計算，仮設計画等につい
いては，20箇所分計上されているとの認
識でよろしいでしょうか。

そのとおりです。

20

各単価表において「諸雑費」の率が記載
されていない項目がございますが，公表
いただけますでしょうか。

上記10の回答のとおりです。

17

明細表第７号～10号に示す調査につい
て，施工時間帯は昼間または夜間のいず
れを想定していますでしょうか。

昼間に行うことを想定しています。

21

「公表単価一覧表」にご記載以外の単価
（例：軸流ファン，軽油，発動発電機な
ど）公表頂けますでしょうか。もしくは
適用資料（建設物価など）をご教示頂け
ますでしょうか。

軸流ファンおよび発動発電機の損料については，
上記12，13の回答のとおりです。
また，軽油については，「労務及び資材単価表
（令和７年２月１日　高知県土木部）」を使用し
ています。

19

調査業務特記仕様書調査留意事項「(25)
施設の水準測量について」に示す水準測
量の歩掛計上の有無について御教示いた
だけますでしょうか。計上されていない
場合は，設計変更の対象と考えてよろし
いでしょうか。

既存管路施設の水準測量については，設計計上し
ていません。
竣工資料と現地の状況が大きく異なる場合は，水
準測量の実施を検討しますので，業務委託契約書
に基づく協議をお願いします。
 
 
 
 


